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№ 頁 最終案 中間案（第２回部会） 備考 

 
１ 

 
２ 

さらに令和７年６月には違法オンラインギャンブル等ウェブサイトを
提示する行為等の禁止条項が盛り込まれた改正ギャンブル等依存症対
策基本法が成立したところです。 
 

さらに令和７年６月にはオンラインギャンブル等ウェブサイトを提示
する行為等の禁止条項が盛り込まれた改正ギャンブル等依存症対策基
本法が成立したところです。 
 

パブリッ
クコメン
ト発出時
に修正 

 
 
２ 

 
 
４ 

県内に本場のある公営競技場の令和６年度の売上額を４年前と比較す
ると、インターネットによる投票の増加に伴い、全ての公営競技場に
おいて増加しています。また、本場の入場者数については全ての公営
競技場において増減を繰り返しながらほぼ横ばいで推移しています。
（表２ 図１～３） 

県内に本場のある公営競技場の令和６年度の売上額を４年前と比較す
ると、インターネットによる投票の増加に伴い、全ての公営競技場に
おいて増加しています。また、本場の入場者数についても全ての公営
競技場において増加しています。（表２ 図１～３） 

パブリッ
クコメン
ト発出時
に修正 
 

 
３ 

 
７ 

実人数はこの数値を下回るものと考えると、医療機関につながってい
ない方が多いことが推測されます。（図５） 

これは、（１）の本県の過去１年におけるギャンブル等依存症が疑われ
る者約 1.9 万人（推計値）の約 2.7％となり、医療機関につながって
いない方が多いことが推測されます。（図５） 

第２回部
会でのご
意見をふ
まえ修正 

 
４ 

 
15 

小中学校において、ネットモラルやインターネットに対する依存が健
康に与える影響について学ぶことが、予防教育につながっています。
（教育委員会） 
 

 
 

第２回部
会でのご
意見をふ
まえ追加 

 
５ 

 
20 

引き続き、小中学校において、ネットモラルやインターネットに対す
る依存が健康に与える影響について学び、予防教育につなげていきま
す。（教育委員会） 

 
 

第２回部
会でのご
意見をふ
まえ追加 
 

 
６ 

 
23 

実人数はこの数値を下回るものと考えると、医療機関につなが 
っていない方が多いことが推測されます。 

これは、過去１年におけるギャンブル等依存症が疑われる者約 1.9 万
人（推計値）の約 2.4％となり、医療機関につながっていない方が多い
ことが推測されます。 

第２回部
会でのご
意見をふ
まえ修正 

 
 
７ 

 
26
・ 
31 

医療に関する相談窓口だけでなく、当事者がニーズに合わせた相談がで
きるよう弁護士会や司法書士会などの多重債務等の相談窓口の啓発に
努めます。 
（医療保健部） 

 第２回部
会でのご
意見をふ
まえ追加 



          「三重県ギャンブル等依存症対策推進計画(第２期）」 新旧対照表（案）       資料３ 

2 

 

№ 頁 最終案 中間案（第２回部会） 備考 

 
８ 

 
36 

［三重県遊技業協同組合における取組］（ぱちんこ・スロット） 

・令和７年７月、全日本遊技事業協同組合連合会等４団体が発出した

「広告宣伝ガイドライン第３版」の遵守、徹底について県内全ホール

に対して随時指導を実施（再掲）（通年） 

・安全安心パチンコ・パチスロアドバイザー研修会を実施し、新規アド

バイザー24人を養成し、依存対策資料送信教養を実施 

・ホール責任者、管理者研修会の実施（毎年２月実施） 

 令和７年２月には依存症当事者団体を講師を招き実施 

［三重県遊技業協同組合における取組］（ぱちんこ・スロット） 

・令和７年７月、全日本遊技事業協同組合連合会等４団体が発出した

「広告宣伝ガイドライン第３版」の遵守、徹底について県内全ホール

に対して随時指導を実施（再掲）（通年） 

・安全安心パチンコ・パチスロアドバイザー研修会を実施し、新規アド

バイザー24人を養成し、依存対策資料送信教養を実施 

・ホール責任者、管理者研修会の実施（毎年２月実施） 

 

第２回部
会でのご
意見をふ
まえ追加 

 
９ 

 
40 
～
48 

※参考資料に以下を追記しました。 
 
１ 県内の依存症治療医療機関・依存症専門医療機関・相談拠点 一
覧表における多重債務等相談の連絡先 

２ ギャンブル等依存症対策基本法 （平成三十年法律第七十四号） 
 

 第２回部
会でのご
意見をふ
まえ追加 

 


